
防犯協議会補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条この要綱は，市民の防犯意識を高揚し，市民の安全の増進に資するた 

め，防犯協議会が防犯活動の事業をするに当たって，当該事業に要する費

 用の補助に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（補助対象団体） 

第２条 この要綱による補助を受けることができる防犯協議会は，豊中警察 

署及び豊中南警察署管内の防犯協議会（以下「協議会」という。）とする。 

（補助対象事業費） 

第３条  補助の対象となる事業費は，次の各号に掲げるものとする。ただし，

市の他の制度により助成の対象となるものを除く。 

（１） 協議会が行う年度間の防犯活動に要する経費 

（２） その他協議会の防犯活動の業務上，特に市長が必要と認めた経費 

（補助金の額） 

第４条  捕助金は，協議会が前条各号に掲げる経費を補うため，これらの額

を超えない限度で毎年度予算の範囲内において交付する。 

（交付の申請） 

第５条  補助金の交付申請は，豊中市補助金等交付規則（昭和５７年豊中市

規則第１５号。以下「規則」という。）第３条に基づき，補助金交付申請

書（様式第１号）を次の各号に掲げる書類を添えて，市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）事業計画書 

（２）予算書 

（３）前年度決算書 

（４）役員名簿 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（決定及び通知） 

第６条  市長は，前条の申請を受理したときは，その内容を審査し，適当と

認めたものについては予算の範囲内において補助金の交付を決定し，協議

会に対して補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知する。 

 

 

 

 

 



 

（交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

（１） 補助金交付の目的に従って，事業の効率的な推進を図らなければなら

ないこと。 

（２） 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，かつ，当該収

入及び支出についての証拠書類を事業完了した翌年度から起算して５

年間保管しなければならないこと。 

（交付の請求） 

第８条 第６条の規定により決定の通知を受けた協議会は，補助金交付請求 

書（様式第３号）を市長に提出し，補助金の交付を請求しなければならな

い。 

（交付） 

第９条 市長は，前条の請求書を受理したときは，その内容を審査し，適当 

と認めたものについては，補助金を交付する。 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付を受けた協議会は，補助事業等実績報告書（様式第 

４号）に事業完了後速やかに，次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

（１）事業報告書 

（２）決算書 

（３）役員名簿 

（４）その他市長が必要と認める書類 

（決定の取消し・補助金の返還） 

第１１条 市長は,規則第１１条及び第１２条に定めるもののほか，補助期間

内に，補助対象事業に着手しないとき又は中止し,若しくは廃止したときは，

既に交付した補助金交付決定を取り消し，補助金の一部又は全部を返還さ

せることができる。 

（実施細目） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，実施に関して必要な事項は，市長 

が定めるものとする。 

附  則 

この改正要綱は，平成１８年１２月１日から実施し，平成１８年４月１

日から適用する。 

附  則 

この要綱は，令和７年６月２日から実施する。 



  様式第１号 

 

 

補助金等交付申込書 

 

令和 年(   年)  月  日 

（あて先） 

 豊 中 市 長 様 

 

                申込者           

 

 

 豊中市補助金等交付規則第３条の規定により補助金等の交付を受けたいので、関係

書類を添えて申し込みます。 

 

 

      補助金等の名称  

 

      補 助 金 申 込 額                 円 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第２号 

 

豊都危第 号 

 

 

補助金等交付決定通知書 

  

                 令和 年(   年) 月  日 

 様  

 

         豊中市長   

 

 

 令和 年 月  日づけで申込みのあった補助金等については、下記のとおり決定

したので、豊中市補助金等交付規則第６条の規定により通知します。 

 

    補 助 金 等 の 名 称 

  補 助 金 交 付 定 額               円 

 

交付の条件 

（１） 次のとおり分割交付する。 

（２） この補助金は申込みのあった事業費以外の費用に支出してはならない。 

（３） 事業費を精算の結果、事業費が補助金を下回るときは補助金を減額すること

がある。 

（４） 事業費以外に支出されたときは補助金を減額し、また補助金の返還を求める

ことがある。 

（５） 補助金の経理については、随時監査を行うことがある。 

（６） 事業費精算後１か月以内に決算報告書を提出のこと。 



様式第３号 

 

補助金交付請求書  

 

           令和  年(   年)  月  日 

(あ て 先 )  

 豊  中  市  長  様  

 

              請 求 者   

 

 

 

 

 令 和  年 度 の 補 助 金 の 交 付 を 請 求 し ま す 。  

 

 

    補 助 金 等 の 名 称   

 

    金      額            円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

補助事業等実績報告書 

 

令和 年(    年)  月  日 

 

(あて先) 

 豊 中 市 長 様 

申込者  

 

 

 令和 年 月  日づけで申し込み、令和 年 月 日豊都危第 号で交付決定さ

れた令和 年度の補助事業等に係る実績を、豊中市補助金等交付規則第１０条の規定

により、関係書類を添えて報告します。 

 

        補 助事業 等の名称    

 

        事 業 の 概 要                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


